
 

  野田市公契約条例に規定する市長が定める賃金の最低額 

 

 

野田市公契約条例（平成２１年野田市条例第２５号）第６条第１項及び野田市

公契約条例施行規則第４条第２号の規定による平成２２年度の賃金の最低額は、

１時間当たり８２９円とする。 
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